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事
業
所
税
を
ご
存
知
で
す
か

事
業
所
税
は
、道
路
、公
園
、上
・

下
水
道
、
教
育
文
化
施
設
な
ど
の
都

市
環
境
の
整
備
、
都
市
機
能
の
回
復

に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
設

け
ら
れ
た
目
的
税
で
す
。
市
内
の
事

務
所
・
事
業
所
に
お
い
て
法
人
ま
た

は
個
人
の
行
う
事
業
が
課
税
対
象
で

す
。
事
業
所
床
面
積
や
従
業
者
給
与

総
額
お
よ
び
税
額
な
ど
を
納
税
義
務

者
が
自
ら
算
定
し
、
こ
れ
を
申
告
納

付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
（
別
表
）。

◆
注
意
点

①
建
物
を
賃
借
し
て
事
業
を
営
む
場

合
は
、
事
業
を
営
む
方
が
納
税
義
務

者
と
な
り
ま
す
。

②
市
内
の
す
べ
て
の
事
務
所
・
事
業

所
を
合
算
し
て
免
税
点
を
超
え
る
場

合
は
、
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

③
建
物
の
貸
主
は
納
税
義
務
者
と
は

な
り
ま
せ
ん
が
、
貸
付
申
告
書
の
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

e

市
民
税
課
1
内
線
２
３
５
５

国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
書
は
届
き
ま
し
た
か

平
成
17
年
度
（
平
成
17
年
４
月
〜

平
成
18
年
３
月
分
）
の
「
国
民
年
金

保
険
料
納
付
案
内
書
」
を
社
会
保
険

事
務
局
か
ら
発
送
し
ま
し
た
。
保
険

料
は
月
額
１
万
３
千
580
円
で
、
全
国

の
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
指
定
）、
社
会
保

険
事
務
所
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

※
市
役
所
で
は
納
め
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
１
年
分
を
５
月
２
日
b
ま

で
に
前
納
す
る
と
割
引
さ
れ
る
制
度

も
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
の
「
学
生
納
付

特
例
」
の
申
請
時
期
で
す

学
生
の
方
で
国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
し

て
承
認
さ
れ
る
と
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
学
生
納
付
特
例
制
度
（
前
年
の
本

人
の
所
得
が
118
万
円
以
下
の
方
が
対

象
）
が
あ
り
ま
す
。
承
認
を
受
け
て

い
る
期
間
中
に
、
障
が
い
や
死
亡
と

い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
生
じ
た
と
き

に
は
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し
て
い

れ
ば
、
障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
、
遺

族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

承
認
期
間
は
、
将
来
年
金
を
受
け

取
る
際
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ

れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ

ま
せ
ん
。
年
金
額
に
反
映
さ
せ
る
た

め
に
は
、
保
険
料
を
10
年
以
内
に
納

付（
追
納
）す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

（
２
年
以
上
経
過
後
は
保
険
料
に
一

定
の
加
算
が
か
か
り
ま
す
）。

▼
年
金
手
帳
、
学
生
証
を
持
参
し
、

市
民
課
庶
務
・
年
金
係
（
市
役
所
１

階
③
番
窓
口
）、
ま
た
は
市
政
窓
口

へ
申
し
込
む
。

※
社
会
保
険
事
務
局
か
ら
申
請
用

紙
が
送
ら
れ
て
き
た
方
は
、
必
要
事

項
を
記
入
し
、
学
生
証
の
コ
ピ
ー
を

同
封
す
れ
ば
、
郵
送
で
申
請
が
で
き

ま
す
。

三
鷹
駅
前
地
区
再
開
発
基
本

計
画
（
平
成
１７
年
度
改
定
）

素
案
に
関
す
る
市
民
懇
談
会

を
開
催

現
在
、
平
成
８
年
３
月
に
策
定
し

た
「
三
鷹
駅
前
地
区
再
開
発
基
本
計

画
」
の
改
定
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

平
成
17
年
３
月
に
「
三
鷹
駅
前
地
区

再
開
発
基
本
計
画
（
平
成
17
年
度
改

定
）」
の
素
案
を
策
定
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
本
素
案
に
関
す
る
ご
意

見
・
ご
要
望
な
ど
を
お
聴
き
す
る
た

め
市
民
懇
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▽
４
月
８
日
f
午
後
６
時
30
分
か

ら
、
三
鷹
産
業
プ
ラ
ザ
で
。

▼
当
日
、
直
接
会
場
へ
。

e

ま
ち
づ
く
り
建
築
課
1
内
線
２

８
６
３市

民
協
働
セ
ン
タ
ー
で

Ｎ
Ｐ
Ｏ
設
立
相
談
窓
口
を
開
設

市
民
協
働
セ
ン
タ
ー
で
は
、
特
定

非
営
利
活
動
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
法
人
格
を

取
得
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
市
民
活

動
団
体
お
よ
び
市
民
の
み
な
さ
ん
を

対
象
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
設
立
の
基
礎
か
ら

申
請
ま
で
の
一
連
の
手
続
き
を
無
料

で
サ
ポ
ー
ト
す
る
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
設
立
相

談
窓
口
」
を
開
設
し
ま
す
。
相
談
員

は
同
セ
ン
タ
ー
職
員
。

▽
４
月
６
日
d
か
ら
、
火
曜
日
（
祝

日
の
場
合
は
直
近
の
平
日
）
を
除
く

毎
日
の
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
。

▼
事
前
に
同
セ
ン
タ
ー
1
46
―
０
０

４
８
（
下
連
雀
４
―
17
―
23
）
へ
お

電
話
く
だ
さ
い
。

※
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
設
立
の
た
め
の
手

順
を
掲
載
し
た
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
」
を
同
セ
ン
タ
ー
受
付
案

内
窓
口
で
無
料
配
布
し
て
い
ま
す
。

玉
川
上
水
沿
道

ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ

雨
天
に
よ
り
２
月
19
日
か
ら
順
延

し
て
い
た
玉
川
上
水
ク
リ
ー
ン
作
戦

を
行
い
ま
す
。
玉
川
上
水
沿
道
の
美

化
活
動
に
奮
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

▽
４
月
23
日
g
（
小
雨
決
行
）
午
前

９
時
30
分
、①
大
橋（
武
蔵
野
市
境
）、

②
山
本
有
三
記
念
館
駐
車
場
（
下
連

雀
２
―
12
―
27
）、
③
牟
礼
橋
（
杉

並
区
境
）
の
い
ず
れ
か
に
集
合
。
散

乱
ご
み
を
分
別
し
な
が
ら
ご
み
袋
に

回
収
し
ま
す
。
軍
手
は
参
加
者
が
各

自
持
参
。
ご
み
袋
は
用
意
し
ま
す
。

▼
事
前
に
希
望
集
合
場
所
・
住
所
・

電
話
番
号
・
氏
名
を
緑
と
公
園
課
1

内
線
２
８
３
３
へ
連
絡
す
る
。

※
当
日
は
汚
れ
て
も
よ
い
防
寒
の

よ
い
服
装
で
参
加
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

駐
車
場
が
な
い
た
め
、
自
転
車
や
公

共
交
通
機
関
で
お
い
で
く
だ
さ
い
。

明
る
い
選
挙
の
実
現
の
た
め
に

寄
附
禁
止
の「
三
な
い
運
動
」！

◆
寄
附
を
贈
ら
な
い

政
治
家
（
候
補
者
、
候
補
者
に
な

ろ
う
と
す
る
者
お
よ
び
現
に
公
職
に

あ
る
者
）
が
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者

に
対
し
て
寄
附
を
す
る
こ
と
（
政
党

や
親
族
に
対
す
る
も
の
な
ど
例
外
を

除
く
）
は
、
い
か
な
る
名
義
を
も
っ

て
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

◆
寄
附
を
受
け
取
ら
な
い

有
権
者
が
、
政
治
家
か
ら
寄
附
を

受
け
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。

◆
寄
附
を
求
め
な
い
　

有
権
者
が
、
政
治
家
に
対
し
、
寄

附
を
出
す
よ
う
に
勧
誘
や
要
求
を
す

る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

e

選
挙
管
理
委
員
会
1
内
線
３
０

３
４東

京
外
か
く
環
状
道
路
に

関
す
る「
オ
ー
プ
ン
ハ
ウ
ス
」

を
開
催

国
土
交
通
省
と
東
京
都
は
、
東
京

外
か
く
環
状
道
路
計
画
に
関
す
る
情

報
の
提
供
、
Ｐ
Ｉ
外
環
沿
線
協
議
会

で
行
わ
れ
た
議
論
の
紹
介
、
環
境
調

査
の
結
果
な
ど
を
提
示
す
る
と
と
も

に
、
地
域
に
お
け
る
課
題
な
ど
に
つ

い
て
、
広
く
意
見
を
聴
く
た
め
に
オ

ー
プ
ン
ハ
ウ
ス
を
開
催
し
ま
す
。

今
回
は
特
に
東
八
道
路
お
よ
び
国

道
20
号
へ
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の

設
置
に
つ
い
て
、
考
え
ら
れ
る
複
数

の
案
を
提
示
し
、
設
置
し
た
場
合
の

影
響
と
効
果
に
つ
い
て
意
見
を
聴
い

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

▽
４
月
９
日
g
・
20
日
d
・
27
日

d
い
ず
れ
も
午
後
１
時
〜
５
時
、
北

野
３
―
６
―
１
で
。

※
東
京
外
か
く
環
状
道
路
の
概
略

に
つ
い
て
は
、
外
環
調
査
事
務
所
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://www.
ktr.m

lit.go.jp/gaikan

を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

e

都
市
計
画
課
1
内
線
２
８
１

５
国
勢
調
査
員
を

今
年
の
10
月
１
日
g
、
全
国
一
斉

に
実
施
さ
れ
る
国
勢
調
査
の
調
査
員

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

◆
業
務
内
容

調
査
票
の
配
付
、
回
収
、
点
検
な
ど

（
約
120
世
帯
分
）

◆
応
募
資
格

秘
密
の
保
護
な
ど
、

責
任
を
も
っ
て
調
査
事
務
を
遂
行
で

き
る
原
則
と
し
て
20
歳
以
上
の
方

で
、
税
務
・
警
察
・
選
挙
に
直
接
関

係
の
な
い
方

◆
勤
務
期
間

９
月
下
旬
か
ら
10

月
中
旬
ま
で
（
９
月
中
旬
の
説
明
会

に
出
席
し
て
い
た
だ
き
ま
す
）

◆
報
酬

約
９
万
円
（
予
定
）

▼
企
画
経
営
室
統
計
係
（
市
役
所
３

階
）
1
内
線
２
１
１
７
へ
申
し
込
む
。

三
鷹
産
業
プ
ラ
ザ
の

パ
ソ
コ
ン
講
座

会
場
は
い
ず
れ
も
同
プ
ラ
ザ
I
T

HP

土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
等

平
成
17
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
固

定
資
産
の
価
格
が
記
載
さ
れ
た
土
地

価
格
等
縦
覧
帳
簿
お
よ
び
家
屋
価
格

等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
縦
覧
制
度
は
、
固
定
資
産

の
納
税
者
が
自
己
の
土
地
や
家
屋
の

価
格
と
、
市
内
の
ほ
か
の
土
地
や
家

屋
の
価
格
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
そ
の
価
格
を
記
載
し
た

帳
簿
を
ご
覧
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

手
数
料
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

◆
縦
覧
期
間

５
月
31
日
c
ま
で

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

◆
縦
覧
場
所

資
産
税
課
（
市
役
所

２
階
\
番
窓
口
）

◆
縦
覧
帳
簿
の
記
載
事
項

◇
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

所
在
・

地
番
・
地
目
・
地
積
・
価
格

◇
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

所
在
・

家
屋
番
号
・
種
類
・
構
造
・
床
面

積
・
価
格
・
建
築
年

◆
縦
覧
で
き
る
方

◇
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

三
鷹
市

内
に
所
在
す
る
土
地
に
対
し
て
固
定

資
産
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
納
税
者

◇
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

三
鷹
市

内
に
所
在
す
る
家
屋
に
対
し
て
固
定

資
産
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
納
税
者

◆
縦
覧
に
必
要
な
も
の

◇
本
人
の
場
合

本
人
を
証
す
る
証

明
書
（
納
税
通
知
書
・
免
許
証
・
保

険
証
な
ど
）

◇
代
理
人
の
場
合

納
税
者
の
委
任

状
・
本
人
を
証
す
る
証
明
書
（
免
許

証
・
保
険
証
な
ど
）

な
お
、
納
税
義
務
者
本
人
の
方
の

課
税
台
帳
登
録
事
項
の
閲
覧
は
、
こ

れ
ま
で
ど
お
り
名
寄
帳
を
ご
覧
い
た

だ
き
ま
す
。
閲
覧
に
必
要
な
も
の
は

縦
覧
と
同
様
で
す
。
縦
覧
期
間
中
は

手
数
料
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

e

資
産
税
課
1
内
線
２
３
６
２

主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
。

①
保
険
料
が
改
定
さ
れ
ま
し
た

月
額
１
万
３
千
580
円
（
280
円
増
）

②
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
の
創
設

30
歳
未
満
（
学
生
除
く
）
で
、
本

人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
以

下
の
場
合
、
世
帯
主
の
所
得
に
か
か

わ
ら
ず
申
請
し
承
認
さ
れ
れ
ば
、
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
承

認
を
受
け
て
い
る
期
間
中
に
、
障
が

い
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が

生
じ
た
と
き
に
は
、
一
定
の
条
件
を

満
た
し
て
い
れ
ば
、
障
害
基
礎
年
金

ま
た
は
、
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。
承
認
期
間
は
、
将
来
年
金

を
受
け
取
る
際
の
受
給
資
格
期
間
に

算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
。
年
金
額
に
反
映
さ

せ
る
た
め
に
は
、
保
険
料
を
10
年
以

内
に
納
付（
追
納
）す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。（
２
年
以
上
経
過
後
は
保
険

料
に
一
定
の
加
算
が
か
か
り
ま
す
。）

③
申
請
免
除
等
の
承
認
期
間
の
遡
及

申
請
す
る
時
期
が
遅
れ
た
場
合
で

も
、
承
認
さ
れ
れ
ば
該
当
期
間
の
当

初
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
承
認
さ
れ
ま

す
。
学
生
納
付
特
例
、
若
年
者
納
付

猶
予
も
同
様
で
す
。

④
高
齢
任
意
加
入
対
象
者
の
範
囲
の

拡
大65

歳
に
な
っ
て
も
年
金
受
給
資
格

が
満
た
せ
な
い
場
合
、
70
歳
に
な
る

ま
で
の
間
に
満
た
す
こ
と
が
で
き
れ

ば
加
入
で
き
る
高
齢
任
意
加
入
制
度

の
加
入
対
象
範
囲
が
広
が
り
、
昭
和

40
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
ま
で
可

能
と
な
り
ま
し
た
。

⑤
口
座
振
替
に
よ
る
割
引
制
度
の
拡

充
口
座
振
替
利
用
に
よ
る
当
月
引
き

落
と
し
に
す
る
と
割
引
さ
れ
る
制
度

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
く
わ
し
く
は
武

蔵
野
社
会
保
険
事
務
所
へ
。

⑥
第
３
号
被
保
険
者
の
特
例
届
出

過
去
に
第
３
号
被
保
険
者
の
未
届

期
間
が
あ
る
方
は
、
届
出
を
す
る
こ

と
に
よ
り
そ
の
期
間
は
保
険
料
納
付

済
期
間
と
な
り
ま
す
。
届
出
お
よ
び

お
問
い
合
わ
せ
は
武
蔵
野
社
会
保
険

事
務
所
へ
。

4
月
か
ら
国
民
年
金
制
度
が
変
わ
り
ま
す

ル
ー
ム
１
。

◆
デ
ジ
カ
メ
の
疑
問
〜
取
込
み
編

４
月
19
日
c
午
前
９
時
30
分
〜
午

後
０
時
30
分
。
受
講
料
３
千
円
（
教

材
費
・
消
費
税
込
み
）。

◆
ゆ
っ
く
り
学
ぼ
う
パ
ソ
コ
ン

４

月
20
・
27
日
、
５
月
11
・
18
日
の
い

ず
れ
も
水
曜
日
午
前
９
時
30
分
〜
正

午
（
全
４
回
）。
受
講
料
１
万
１
千

470
円
（
教
材
費
・
消
費
税
込
み
）。

▼
講
座
名
・
氏
名（
ふ
り
が
な
）・
郵

便
番
号
・
住
所
・
電
話
番
号
・
フ
ァ

ク
ス
番
号
を
記
入
し
、
1
ま
ち
づ
く

り
三
鷹
1
40
―
９
６
６
９
・
5
40
―

９
７
５
０
へ
申
し
込
む
。
先
着
順
。

土
に
ふ
れ
よ
う
！

親
子
体
験
農
園

大
沢
2
丁
目
農
園
で

市
内
在
住
の
中
学
生
以
下
の
子
ど

も
と
そ
の
親
を
対
象
に
、
親
子
で
一

緒
に
種
ま
き
・
苗
植
え
か
ら
収
穫
ま

で
１
年
を
通
し
て
農
業
体
験
を
行
い

ま
す
。

◆
５
月
７
日
G
（
雨
天
時
は
翌
日
）

午
後
１
時
か
ら
１
時
間
程
度
、
サ
ツ

マ
イ
モ
の
苗
植
え
と
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

の
種
ま
き

◆
８
月
上
旬

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
収

穫
と
サ
ツ
マ
イ
モ
の
つ
る
返
し

◆
11
月
上
旬

サ
ツ
マ
イ
モ
と
大
根

の
収
穫

場
所
は
大
沢
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

東
側
農
地（
大
沢
２
―
11
―
８
）で
。

※
除
草
作
業
は
適
宜
ご
案
内
し
ま

す
。

▼
４
月
15
日
f
（
当
日
消
印
有
効
）

ま
で
に
、
往
復
は
が
き
に
「
体
験
農

園
参
加
希
望
」
・
親
子
の
住
所
・
氏

名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
記
入
し

「
〒
181
―
８
５
２
５
1
ま
ち
づ
く
り

三
鷹
」
へ
申
し
込
む
。
定
員
100
人

（
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
）。

e

1
ま
ち
づ
く
り
三
鷹
1
40
―
９

６
６
９新

年
度
ス
タ
ー
ト

防
災
教
育
を
実
施
し
ま
し
ょ
う

新
入
社
員
や
新
入
学
児
童
・
生
徒

が
入
っ
て
く
る
こ
の
時
期
を
捉
え

て
、
消
防
計
画
の
見
直
し
や
防
災
教

育
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

e

三
鷹
消
防
署
1
47
―
０
１
１
９
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東部図書館東部図書館�
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国道国道
2020号
線号線
�

中央自動車道�

東八道路�
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事業所税のしくみ
項　　　目 内　　　　容

課税対象 事務所・事業所において法人または個人の行う事業
納税義務者 上記の事業を行う法人または個人

課税標準
資産割は課税標準の算定期間末日の事業所床面積、
従業者割は課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額

課税標準の算定期間 法人は事業年度、個人は1月1日～12月31日
税率 資産割は１㎡につき600円、従業者割は従業者給与総額の100分の0.25

免税点
資産割は市内事業所の延床面積1000㎡以下、従業者割は市内従業
者数100人以下

納付の方法 申告納付
申告納付期限 法人は事業年度終了の日から2月以内、個人は翌年の3月15日まで

市
民
課
1
内
線
２
３
９
５
・
武

蔵
野
社
会
保
険
事
務
所
1
56
―

１
４
１
１


